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1.はじめに 
 

今回更新した Ver.8.6.0.0 では、①平成 29 年度改正への対応と②介五郎の機能改善を行っておりま

す。本マニュアルでは、このうち①平成 29 年度改正への対応についてご説明します。②介五郎の機能

改善につきましては、別冊でマニュアルをご用意しておりますので、そちらをお読みください。 

 

 

 

■平成 29年度改正の概要 

 

（１）平成 29年度改正への対応 

  平成 29年度の改正では、処遇改善加算の区分が現行の 4区分の上に新しい区分が追加され、5区分

になります。今回のバージョンアップで介五郎で新しい区分を入力できるように対応しました。 

 

（２）総合事業の本格的なスタート 

総合事業については、以前のバージョンアップですでにおりましたが、その後予防ケアマネジメント

費の取扱ルールの変更が行われましたので、それに対応いたしました。 

なお、総合事業のサービスを入力するためには事前の導入作業が必要ですが、本マニュアルでは修正

部分のみのご説明となっています。導入作業につきましては、別冊『総合事業導入マニュアル』をお読

みください。 
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2. 平成 29年度報酬改定について 
 

 

2-1.平成 29 年度改定の概要 

 

平成２9 年度の介護報酬改定については、以下の基本的な視点に基づき、各サービスの報酬・基準に

ついての見直しが行われます。 

 

 

（１）処遇改善加算の区分新設 

事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築について、手厚く評価を行う

ための区分を新設します。 

 

新設する区分の具体的な内容については、現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の算定に必要な要件に加え

て、新たに、「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定す

る仕組みを設けること（就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む）」とのキャ

リアパス要件を設け、これらを全て満たすことを要することとします。 

 

 

（２）総合事業「AF-介護予防ケアマネジメント」の算定ルールの変更 

 平成 29年 5月審査分より、総合事業のサービス「AF-介護予防ケアマネジメント」の請求に関して、

以下の 2点が変更されます。 

 

① 国保連合会を経由した支払を可能にする 

② 市町村が独自にサービスコード・単位数を設定できるようにする 
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2-2.報酬・基準の変更内容 

 

■共通項目 

 

＜処遇改善加算の見直し＞ 

介護人材の処遇改善について、平成２９年度より、キャリアアップの仕組みを構築し、月額平均１万

円相当の処遇改善を実施するため、臨時に１．１４％の介護報酬改定を行います。 

また、事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築について、手厚く評価

を行うための区分を新設します。 

 

＜加算の区分＞ 

介護職員処遇改善加算（単位） 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）（新設） 所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）（旧Ⅰ） 所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）（旧Ⅱ） 所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ）（旧Ⅲ） 介護職員処遇改善加算（Ⅲ）の 90/100 

介護職員処遇改善加算（Ⅴ）（旧Ⅳ） 介護職員処遇改善加算（Ⅲ）の 80/100 

 

＜新設の処遇改善加算Ⅰの算定要件＞ 

（1）キャリアパス要件 

①職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を整備すること。 

②資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること。 

③（新）経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定す

る仕組みを設けること。 

（2）職場環境等要件（平成 27年 4月以降実施する取組） 

賃金改善以外の処遇改善を実施すること。 

※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。 

 

＜各区分の算定要件＞ 

区分 算定要件 

処遇改善加算（Ⅰ） キャリアパス要件①及び②及び③を満たす＋職場環境等要件を満たす 

処遇改善加算（Ⅱ） キャリアパス要件①及び②を満たす＋職場環境等要件を満たす 

処遇改善加算（Ⅲ） キャリアパス要件①又は②のいずれかを満たす＋職場環境等要件を満たす 

処遇改善加算（Ⅳ） キャリアパス要件①又は②又は職場環境等要件のいずれかを満たす 

処遇改善加算（Ⅴ） キャリアパス要件①及び②、及び定量的要件のいずれも満たさず 
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＜サービス別加算率＞（太枠内新設） 

サービス Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

・（介護予防）訪問介護  

・夜間対応型訪問介護 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

13.7％ 10.0％ 5.5% 

加算（Ⅲ）

により算出

した単位 

×0.9 

加算（Ⅲ）

により算出

した単位 

×0.8 

・（介護予防）訪問入浴介護  5.8% 4.2％ 2.3% 

・（介護予防）通所介護  

・地域密着型通所介護 
5.9% 4.3％ 2.3% 

・（介護予防）通所リハビリテーション  4.7% 3.4％ 1.9% 

・（介護予防）認知症対応型通所介護 10.4% 7.6％ 4.2% 

・（介護予防）小規模多機能型居宅介護  

・看護小規模多機能型居宅介護 
10.2% 7.4％ 4.1% 

・（介護予防）短期入所生活介護  8.3% 6.0％ 3.3% 

・（介護予防）短期入所療養介護（老健）  3.9% 2.9％ 1.6% 

・（介護予防）短期入所療養介護（病院等） 2.6% 1.9％ 1.0% 

 

 

 

■居宅介護支援 

 

＜介護予防ケアマネジメント費の取扱変更＞ 

 平成 29年 5月審査分より、総合事業のサービス「AF-介護予防ケアマネジメント」の請求に関して、

以下の 2点が変更されます。 

① 国保連合会を経由した支払を可能にする 

② 市町村が独自にサービスコード・単位数を設定できるようにする 
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3. 介五郎の変更内容 
 

3-1.新しい処遇改善加算への対応 

 

3-1-1.介護保険の設定 

 

平成 29年 4月提供分より処遇改善加算の区分が追加され、これまでⅠ～Ⅳの 4区分だったものがⅠ

～Ⅴの 5 区分になります。これにともない、介五郎の事業所台帳の処遇改善加算の設定欄を変更しまし

た。新設の区分Ⅰを算定するなどの場合、以下の手順にしたがって変更してください。 

 

＜事業所台帳＞ 

 

各設定項目（関連項目のみ） 

項目名 説明 

処遇改善加算 現在設定している最新の加算区分をうすく表示しています。 

（※この画面で区分を直接変更することはできません） 

 クリックすることで処遇改善加算の区分を変更する画面を表示します。 
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＜事業所台帳（処遇改善加算）＞ 

 

 

各設定項目 

項目名 説明 

平成 24－28年度 平成 24年度から平成 28年度までの間の加算区分を設定します。 

0-なし 加算を算定しない 

4-加算Ⅰ（新設） 平成 27年度改正時の加算Ⅰ 

1-加算Ⅱ（旧 加算Ⅰ） 平成27年度改正時の加算Ⅱおよび平成24年度改

正時の加算Ⅰ 

2-加算Ⅲ（旧 加算Ⅱ） 平成27年度改正時の加算Ⅲおよび平成24年度改

正時の加算Ⅱ 

3-加算Ⅳ（旧 加算Ⅲ） 平成27年度改正時の加算Ⅳおよび平成24年度改

正時の加算Ⅲ 

平成 29年度 平成 29年 4月以降の加算区分を設定します。 

0-なし 加算を算定しない 

5-加算Ⅰ 平成 29年度改正後の加算Ⅰ（新設） 

4-加算Ⅱ 平成 29年度改正後の加算Ⅱ 

1-加算Ⅲ 平成 29年度改正後の加算Ⅲ 

2-加算Ⅳ 平成 29年度改正後の加算Ⅳ 

3-加算Ⅴ 平成 29年度改正後の加算Ⅴ 

 
選択した区分を確定します。 
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＜処遇改善加算の設定手順＞ 

 

① メインメニューの事業所台帳をクリックし、

事業所台帳画面を開きます。 

 

  

 

② 画面右下の「処遇改善加算」欄の設定をクリ

ックします。 

  

    

 

    

③ 平成 24-28 年度と、平成 29 年度以降それ

ぞれの加算区分が表示されます。 

 

（例）これまで加算Ⅱで算定していた場合 

平成 24-28年度＝「加算Ⅱ（旧 加算Ⅰ） 

平成 29年度＝「加算Ⅲ」 

 

変更が必要な場合は、設定したい区分に切り

替えて、確定をクリックしてください。 
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③ 変更した場合、最後に F9 登録をクリックし

て登録してください。 

 

＜利用票（提供票）での確認＞ 

変更した処遇改善加算については利用票/提供票別表にて確認を行うことができます。 

 

① メインメニューの利用票予定入力をクリック

して入力画面を開きます。 

  

 

② 提供月と利用者を選択し「別表（介護保険）」

タブを選択します。 

  



10 

 

 

② 「限度額管理対象外サービス」にチェックを

入れると、下表に処遇改善加算の詳細が表示

されます。 

 

 

 

これまで処遇改善加算を算定していた場合、「平成 29 年度」には現在の区分を平成 29 年度改正後

の区分にスライドさせた加算区分が初期値として設定されています。 

 

 

 

 

 

事業所台帳で加算区分を変更する前に平成 29 年 4 月以降の予定を作成している場合、予定入力画

面にて再計算を行って下さい。 

 

 

※ 再計算を行わないと以前の加算区分のままで

単位数が計算されてしまいます。 

  

 

注意！ 

注意！ 

平成２9年度に加算Ⅱが初期設定される 

平成 24-28年度に加算Ⅰを算定していた場合 
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3-1-2.総合事業の設定 

 

 総合事業では、さきだって平成 29年度以降の処遇改善加算を含まないマスタを介五郎に取り込んで

いる場合に限りマスタの更新が必要になります。以下の手順を読んで、マスタの更新を行ってください。 

 

 

【総合事業の導入方法については『総合事業導入マニュアル』をお読みください】 

ここでは処遇改善加算についての説明をしており、総合事業の導入方法については説明しておりませ

ん。導入のために必要な作業については、次のページの手順で取得できる『介護予防・日常生活支援総

合事業導入マニュアル』をご参照ください。 

 

 

【マスタ更新の対象サービス種類は A1 A2 A5 A6サービスのみです】 

市町村独自の定率・定額サービス（A3 A4 A7 A8サービス）については、各市町村が規定するサ

ービスコード内で設定されるので、この更新には含まれません。加算を含むサービスマスタを別途ご用

意いただき、取込を行ってください。 

 

＜総合事業）サービスマスタ＞ 

 

各設定項目（関連項目のみ） 

項目名 説明 

 

サービス種類A1 A2 A5 A6に平成 29年度改正後の処遇改善加算のコードを

追加します。（※A3 A4 A7 A8サービスは対象外です） 

 

  

注意！ 

注意！ 
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【『総合事業導入マニュアル』ダウンロードのご案内】 

総合事業のサービスを入力するには事前設定が必要です。弊社ホームページの『総合事業状況一覧』

にて、事前設定に必要な作業を説明した導入マニュアルを公開しています。 

 

（ヤフージャパンで検索した例） 

① ヤフージャパンやグーグルなどで、ひらがな

で「かいごろう」と入力して検索していただ

くと、検索結果の一番上のほうに弊社 HP『介

護保険ソフト「介五郎」のインフォ・テック』

の名前が出てくるので、それを選択します。 

  

 

② 弊社 HP のメイン画面右上の「ユーザ専用」

ボタンをクリックします。 

  

 

③ 次のページを下のほうにスクロールしていく

と「総合事業状況一覧」があります。 

  

 

④ 次のページを少し下へスクロールしていく

と、『介護予防・日常生活支援総合事業導入マ

ニュアル』があります。ここをクリックする

とマニュアルを閲覧・ダウンロードできます。 
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＜総合事業のマスタ更新＞ 

 

① メニューバーの「共通台帳(M)」－「総合事

業）サービスマスタ」と順番にクリックし、

総合事業のサービスマスタ画面を開きます。 

  

 

② F3更新をクリックします。 

  

 

③ 更新画面が表示されます。つづけて平成 29

年度をクリックします。 

  

 

④ 処理確認画面が表示されます。はい(Y)をク

リックしてください。 

  

 

⑤ 更新完了画面が表示されます。OK をクリッ

クしてください。 
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⑥ 施行年月日・保険者番号・サービス種類を選

択してサービスコード一覧を見ると、反映さ

れたことを確認できます。 

 

  新しい区分で算定する場合は、このあと事業

所台帳で処遇改善加算の区分設定を行って

ください。 

 

【更新後のサービスコードマスタ】 

 更新後のサービスコードマスタは以下のようになります。 

① 施行年月日欄に「平成 29年 4月 1日」の項目が追加されます 

→切り替えることで平成 27年度改正時点と平成 29年度改正後のサービスコードをそれぞれ確認

できます。 

  

 

② 施行年月日平成 29年 4月 1日の表に処遇改善加算がⅠ～Ⅴの 5区分で表示されます 

→平成 27年改正時点のサービスコード表ではⅠ～Ⅳの 4区分になっています 
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3-2（総合事業）予防ケアマネジメントの独自コード対応 

 

平成 29年 3月までは、介護予防ケアマネジメントのサービスコード・単位数は厚労省が標準コード

を定めていましたが、4月より自治体が独自にコード・単位数を設定できることになります。 

予防ケアマネジメントの請求書を作成する必要があり、かつ自治体が独自コードを使用する場合は下

記手順で入力していただく必要があります。 

 

 

この手順は平成 29 年 4 月以降に独自のサービスコードで予防ケアマネジメント費の請求書を作成

する必要がある場合にだけ行う操作です。 

以下の場合はこれまでどおりの入力方法を行ってください。 

① 予防ケアマネジメント費の請求書を作成する必要がない場合 

② 予防ケアマネジメント費の算定を標準のサービスコードで行う場合 

③ 平成 29年 3月以前の請求分を作成する場合（＝標準コードで良いため不要） 

 

 

 

総合事業の請求を行うには事前にサービスコード表を取り込んでおく必要があります。 

介護予防ケアマネジメントを含め、総合事業のサービスを入力するためには、自治体ごとのマスタ（サ

ービスコード表）を介五郎に取り込んでおく必要があります。マスタ取込の詳細については、別冊の『介

護予防・日常生活支援総合事業導入マニュアル』をご参照ください。（※弊社ホームページよりダウン

ロードできます） 

 

  

注意！ 

注意！ 
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＜利用票実績入力－「請求情報」＞ 

 

 

各設定項目（関連項目のみ） 

項目名 説明 

任意設定 

チェックを入れると、自治体が独自に定めたサービスコードで予防ケアマネジ

メント費を入力できます。任意設定で入力する場合は、加算もこの欄で入力す

る必要があります。 

介護予防ケアマネジ

メント（総合事業） 

▼をクリックすると、マスタに登録されているサービスコードを選択できます。

加算のサービスコードもここで選択して入力してください。 
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＜独自コードの予防ケアマネジメント費の入力＞ 

 自治体独自の予防ケアマネジメント費のサービスコードは、利用票実績入力画面で入力します。 

 

① メインメニューの利用票実績入力をクリック

し、実績入力画面を開きます。 

  

 

② 提供月と利用者を合わせ、「請求情報」タブを

クリックします。 

  

 

③ 「任意設定」のチェックを入れます。 

  

 

 

④ ▼をクリックすると、予防ケアマネジメント

費のサービス名がリスト表示されます。入力

したいサービス名をクリックしてください。 

 

※ 加算を入力する場合も同じ手順で入力して

ください。画面左の初回加算などのチェック

ボックスは使わないでください。 
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⑤ 入力が終わったら F9 登録をクリックして登

録してください。 

 

 

 

自治体の独自コードで加算を算定する場合、加算も任意設定欄で選択してください。 

初回加算などのチェックボックス欄は、標準のサービスコード用の項目で、任意設定では使用できま

せん。任意設定（＝自治体独自コード）で入力する場合は、加算も任意設定欄で選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意！ 

使用しない 

自治体独自コードの加算は

ここで入力 
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